
議案第８号 

山都町環境保全型農業推進条例の廃止について 

山都町環境保全型農業推進条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。 

平成３０年３月５日提出 

山都町長 梅 田 穰   

 

（提案理由） 

環境に配慮した農業に取り組むため本町が単独で実施してきた山都町環境保全

型農業制度から、今後は、熊本県が推進している「くまもとグリーン農業」制度

に統一して取り組むため、山都町環境保全型農業推進条例を廃止する必要があり

ます。 

これが、この議案を提出する理由です。 



山都町環境保全型農業推進条例を廃止する条例をここに公布する。 

平成  年  月  日 

 

   山都町長 

 

山都町条例第  号 

山都町環境保全型農業推進条例を廃止する条例 

山都町環境保全型農業推進条例（平成２０年山都町条例第１４号）は、廃止

する。 

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による廃止前の山都町環境保全型農業推 

進条例（以下「旧条例」という。）第７条の規定により旧条例第３条の環境 

保全型農産物の認証を受けた生産者に係る当該認証については、旧条例の規 

定は、なおその効力を有する。 



山都町環境保全型農業推進条例の廃止について 

 

条例の目的：本町において化学肥料や農薬の低減を行う農業生産方式の浸透を図るとと

もに、安全で安心な農産物の安定的な供給を図るため、環境保全型農業を推進する。 

（環境保全型農業：化学合成農薬もしくは化学肥料を使用しないこと又はそれらの量を

減ずることによって、水環境や土壌への負荷を低減するとともに、安全で安心な農産物を

生産する農業） 

１ 認定者数および認定品目の推移 

区分 平成２０年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

認定者数 

（単位：人） 
３９  ４  ５  ４  ４  

 金 １８  ４  ５  ４  ４  

 銀 １４      

 銅 ７      

認定品目数 

（単位：品目） 
２４  ４  ４  ３  ３  

 金 １２  ４  ４  ３  ３  

 銀 ８      

 銅 ４      

（認証区分） 

金：化学合成農薬及び化学肥料を使用しない 

銀：化学合成農薬及び化学肥料の使用を、慣行栽培より８割以上削減 

銅：化学合成農薬及び化学肥料の使用を、慣行栽培より５割以上削減 

※すでに認証を受けている４人について、現在の認証期間（Ｈ30.5.31 まで１人、Ｈ30.9.15

まで１人、Ｈ30.10.15まで２人）は有効とする（経過措置）。 

 

２ くまもとグリーン農業 

土づくりを基本に化学肥料や化学合成農薬を慣行栽培より減らした、環境にやさし

い農業 

生産者が行う生産宣言者数     ６６５件 

販売者や消費者が行う応援宣言者数 ２０１件 

（※いずれも平成３０年２月１５日現在 合計８６６件） 

平成２９年１１月１２日に県内自治体として初めて「くまもとグリーン農業」推進宣言

を行う。 

目標：２０２０年までに生産宣言と応援宣言を合わせて２，０２０件を達成する 




